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1. 目的 

 国立研究開発法人海洋研究開発機構（以下、「機構」という）では、機構が所有する

船舶等の運航及び調査支援業務（以下、「船舶等運用業務」という）を外部に委託す

ることにより、研究船 6 隻及び各種探査機等並びに地球深部探査船「ちきゅう」を運

用し、研究開発を実施しております。現行の委託契約は 2018 年度末に終了するた

め、2019 年度に向けて、新たに船舶等運用業務の調達を実施します。 

 新たに船舶等運用業務の調達を行うにあたり、機構は競争性、公正性、透明性の

確保が重要であることを再認識するとともに、事業者の皆様が新規に参入しやすい

環境を整備するため、2017 年 7 月から 12 月にかけて外部有識者から構成される

「船舶運航委託契約検討委員会」を開催し、調達の改善方策のとりまとめを行いまし

た。(とりまとめ結果については http://www.jamstec.go.jp/j/about/procurement/ships

/pdf/report.pdf をご参照下さい） 

 とりまとめ結果を踏まえ、より丁寧かつオープンな調達手続を特別に実施することと

したので、船舶等運用業務の調達に関する手続の実施要領（以下、「実施要領」とい

う）を定めます。 

 

２．調達の概要 

（１）調達の対象 

実施要領が対象とする業務（船舶等運用業務）は以下のとおりです。 

 

＜件名及び数量＞ 

・研究船「かいめい」の運航及び調査支援等に関する業務委託 一式 

・研究船「かいれい」の運航及び調査支援等に関する業務委託 一式 

・研究船「みらい」の運航及び調査支援等に関する業務委託  一式 

・研究船「よこすか」の運航及び調査支援等に関する業務委託 一式 

・研究船「新青丸」の運航及び調査支援等に関する業務委託  一式 

・研究船「白鳳丸」の運航支援及び調査支援等に関する業務委託 一式 

 ＜履行期間＞ 

   ・研究船「白鳳丸」の運航支援及び調査支援等に関する業務委託 

２０１９年４月１日～２０２６年３月３１日（７年間） 

   ・その他 

    ２０１９年４月１日～２０２２年３月３１日（３年間） 

※履行期間は現時点の予定であり、意見招請の結果や事業環境の変化等によ

り変更する場合があります。 

 

（２）調達方法 

 総合評価落札方式による入札または随意契約事前確認公募とし、競争性のある調
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達方式とします。調達方法の詳細については別紙 2 をご覧下さい。 

＜調達のイメージ＞ 
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研究船等の運航及び調査支援等に関する業務委託 

現行仕様書では、船舶の業務が一体的に記述されており、1 隻単位で参入するこ

とができない。 

次期仕様書では、一体的に記述されていた船舶の業務を 1 隻単位に分割し、分

割した業務単位で意見招請、参入意思確認を行う。 

複数者の参入意思表明があった業務（赤枠）については総合評価方式、または現

行の委託者以外に参入意思表明が無かった業務（青枠）については随意契約事

前確認公募とする。 

入
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現行仕様書においては、一括した仕様（業務）としておりましたが、現行の事業

者以外の者が一手に引き受けることは困難であることから、1 隻単位で参入が可

能となるように、1 隻ごとに仕様（業務）を分割しております。 

 

 ３．調達手続及びスケジュール 

調達手続の概要は以下のとおりです。詳細はスケジュールにつきましては、別紙１

をご参照下さい。 

（１）仕様書案に対する意見招請及び参入意思確認 

・ 入札または公募公告に先立って、調達の仕様書案への意見招請を実施します。

事業者の皆様からご意見を頂くことにより、新規事業者の参入拡大や円滑な調

達の実現を目指します。頂いたご意見を参考に、可能な範囲において仕様書案

の改善を行いますので、積極的な意見提供をお待ちしています。 

・ また、事業者の皆様を対象に船舶等運用業務への参入意思確認を実施します。

参入意思の表明を頂いた事業者の皆様には、あわせて秘密保持にかかる念書

を提出頂いた上で、事業者の皆様からのご要望に応じて、可能な範囲において

船舶等運用業務の理解に必要となる各種資料等の情報提供を実施します。これ

により仕様に対する共通認識の醸成を目指します。 

・ なお、機構は参入意思確認の結果を参考に、総合評価落札方式による入札の

実施、または随意契約事前確認公募の実施により調達を行うか決定します。 

１）受付期間： 

２０１８年４月５日（木）から２０１８年５月１５日（火）まで 

２）提出方法： 

下記提出先に郵送または直接ご提出下さい。 

郵送の場合は、受付期限内必着とします。 

３）提出先： 

〒２３７-００６１ 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 経理部 契約第１課 

船舶等運用業務 調達担当 行 

※様式２及び付属書類については電子データを keiyakuka＊jamstec.go.jp（＊を@

に変える）まで、あわせて提出して下さい。 

４）提出書類：（記入例に沿って記入、押印をお願いします。） 

・様式１ 船舶等の運航委託の仕様書案に対する意見について 

・様式２ 意見提出様式（必要に応じて付属書類を添付） 

・様式３ 参入意思表明書 

・様式４ 機密保持念書 
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５）留意事項 

・意見提出は入札（または公募）への参加の必須条件ではありません。 

・参入意思表明書を未提出でも、意見提出は可能です。 

・提出された意見及び理由、並びにそれらへの回答につきましては、提出者名を

伏せた形で、２０１８年６月上旬に機構ホームページ上で公表します。 

・参入意思表明書の提出後に辞退する場合には、様式５辞退届をご提出下さい。 

 

（２）仕様書案説明会 

意見招請及び参入意思確認の実施にあたり、機構から事業者の皆様に仕様書

案の説明会を実施します。質疑応答、意見交換の時間も設けますので、積極的に

ご参加下さい。 

１）開催日時： 

２０１８年４月１１日（水）１４時から 

２）開催場所： 

東京都千代田区内幸町２丁目２番２号 富国生命ビル２３階 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 東京事務所 共用会議室Ａ・Ｂ 

３）申し込み方法： 

以下の事項をメール本文に記載の上、 

keiyakuka＊jamstec.go.jp（＊を@に変える）までお申込み下さい。 

①会社名 

②参加希望人数 

③担当者氏名、役職、所属 

④担当者連絡先（電話番号、FAX 番号、E-mail アドレス） 

２０１８年４月１０日（火）１２時が申し込み期限です。 

４）留意事項 

・仕様書案説明会への出席は、意見提出及び参入意思確認、並びに入札（また

は公募）への参加の必須条件ではありません。 

・会場の都合で参加人数を調整させて頂くことがあります。 

・参加申し込みをしていない方の当日参加はお断り致します。 

 

（３）情報提供期間 

参入意思表明書及び機密保持にかかる念書を提出頂いた者を対象に、ご要

望に応じて、可能な範囲において船舶等運用業務の理解に必要となる各種資料

等の情報提供を実施します。これにより仕様に対する共通認識の醸成を目指し

ます。 

１）提供期間： 

２０１８年４月５日（木）から２０１８年６月１５日（金）まで 
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但し、参入意思表明書及び機密保持の提出を条件とする。 

２）提供方法： 

 後日個別にご案内します。 

 

（４）船舶見学会 

参入意思表明書及び機密保持にかかる念書を提出頂いた者を対象に、情報提

供の一環として、船舶見学会を実施します。実際の船舶を見学頂くことで、仕様に

対する共通認識の醸成を目指します。 

１）開催日時： 

 ２０１８年４月中旬から２０１８年６月上旬（後日個別にご案内します） 

２）開催場所： 

後日個別にご案内します。 

３）申し込み方法 

 後日個別にご案内します。 

４）留意事項 

・船舶見学会への出席は、入札（または公募）への参加の必須条件ではありませ

ん。 

 

（５）入札公告（または公募公告） 

意見招請で頂いた意見を基に修正を行った仕様書により、入札公告を実施しま

す。入札公告では、入札に参加するための要件、入札説明書の配布方法、入札書

類の提出方法、仕様説明会の実施方法、落札者の決定方法などをお示しします。

ただし、参入意思確認の結果等を踏まえ、現行の事業者以外に業務を実施し得る

者がいないと認められる場合には、随意契約事前確認公募を実施します。 

１）公告期間： 

 ２０１８年９月２７日（木）から２０１８年１１月１５日（木）まで 

 

（６）仕様説明会 

意見招請で頂いた意見を基に、必要に応じて修正を行った仕様書により、仕様

説明会を実施します。 

１）開催日時： 

 ２０１８年１０月１２日（金）１０：００ 

２）開催場所： 

 国立研究開発法人海洋研究開発機構 東京事務所 共用会議室 AB 

３）申し込み方法 

 以下の事項をメール本文に記載の上、keiyakuka*jamstec.go.jp（*を@変える）まで
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お申し込みください。 

 ①会社名 

 ②参加希望人数 

 ③担当者氏名、役職、所属 

 ④担当者連絡先（電話番号、FAX 番号、E-mail アドレス） 

 ※申し込み期限は 10 月 9 日（火）12：00 とします。 

 ※会場の都合で参加人数を調整させていただくことがあります。 

４）留意事項 

・仕様書説明会への出席は入札（又は公募）への参加必須条件ではありません。 

 

（７）入札参加書類の提出期限 

１）提出期限 

 ２０１８年１１月１６日（金）１２：００ 

２）提出方法： 

下記提出先に郵送または直接ご提出下さい。 

郵送の場合は、受付期限内必着とします。 

３）提出先： 

〒２３７-００６１ 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 経理部 契約第１課 

船舶等運用業務 調達担当 行 

４）提出書類：  

 書類名 部数 

① 入札書（封印したもの、入札内訳書） １部 

② 提案書 ６部 

③ 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）（写） １部 

④ 証明書兼保証書 １部 

⑤ 委任又は下請け予定書※ １部 

⑥ 参考見積書（見積内訳（価格表又は定価証明書）を含む） １部 

⑦ 納入実績表 １部 

⑧ 財務諸表一式（直近３年度分） １部 
 

 

（８）応札者による提案書のプレゼンテーション 

１）日時： 

２０１８年１１月２７日（火）  

※時間はプレゼンテーション実施者へ個別にご案内します。 

２）場所 
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 国立研究開発法人海洋研究開発機構 東京事務所 共用会議室 AB 

 

（９）入札及び開札 

１）日時： 

２０１８年１２月２５日（火）１３：３０ 

２）場所： 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 横須賀本部 本館２階 入札室 

 

４．その他留意事項 

 本実施要領及び実施要領に基づき実施する調達手続において使用する言語は日

本語とします。 

 本実施要領において定めのない事項については、当機構ホームページ掲載の入札

参加者心得によります。（入札参加者心得 http://www.jamstec.go.jp/j/about/procure
ment/pdf/kokoroe_fy27.pdf） 
 本実施要領に基づく調達手続開始後に公表内容等を修正すること、または調達手

続きを中止することがあります。 

 本実施要領に基づき提出された資料は、返却しません。 

 提出書類は厳正に管理します。また、お預かりする個人情報は、調達手続の目的

のみに使用し、他の目的では一切使用いたしません。 

 個人または法人格を持たない団体の調達手続への参加は、履行能力が無いと判断

する場合には、お断りします。 

 

５．問い合わせ先 

〒２３７-００６１ 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 経理部 契約第１課 

船舶等運用業務 調達担当（大門、道沢、金子） 

TEL：０４６－８６７－９１６６ FAX：０４６-８６７－９１２５ 

E-mail：keiyakuka*jamstec.go.jp（*を@に変える） 

 

以上 
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別紙１ 

＜調達手続のスケジュール＞              ＜応札者手続＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「白鳳丸」 

「白鳳丸」以外 

参入意思表明 
及び 

意見招請期間 
 
 

入札説明書 
交付申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札会 

書類提出 

プレゼン 

仕様説明会 

総合評価 
落札方式 

入札公告開示 

 
 

意見書、念書 

及び 

参入意思確認書 

（別紙１～４） 

提出期間 

 

 

船舶見学会参加 

情報取得 

（参入意思表明及び

念書の提出以降） 

不合格通知 

９月２７日 

 

 

 

 

１１月１５日 

10 月 12 日 

１１月１６日 

 

１１月２７日 

 

 

１２月１９日 

1２月２５日 

４月５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月１５日 

書類提出期限 

入札公告終了 

総合評価提案 
プレゼン期間 

参加自由 

参加自由 

入札 

不合格 

６月上旬 意見回答公表 

４月１１日 仕様書案説明会 

現行委託者以外の

参入意思表明者 

の有無 

随意契約 
事前確認公募 
手続へ移行 

 
公告期間 

参加表明者 
の有無により 

一般競争入札等 
または 

随意契約 
の手続へ移行 

船舶見学期間   
情報開示期間 
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別紙２ 

 

総合評価落札方式及び随意契約事前確認公募について 

 

 

１．総合評価落札方式 

総合評価落札方式とは、一般競争入札の一形態で、入札予定者の技術力、創意

工夫等の諸条件を評価する必要がある場合に採用し、価格に加え技術による評価に

重点を置いた形での総合的な評価を行うものです。 

 

（１）得点配分及び評価基準の決定（参考例：表１） 

外部有識者及び機構内職員で構成する総合評価審査委員会が、意見招請の結

果を参考に、機構内で作成した仕様書に基づき、「技術点」と「価格点」の得点配

分と、「技術点」の評価基準を審査、決定します。評価基準は、入札公告の開示

時に仕様書とともに開示します。 

なお、評価基準には、最低限の水準を要求する「必須項目」と、技術力や創意工

夫等の優劣を加点方式により評価する「加点項目」があり、「必須項目」について

は、たとえ１項目でも満たされていない場合には、不合格となります。 

 

（２）技術点の決定 

   外部有識者及び機構内職員で構成する総合評価審査委員会が、事前に審査、

決定した評価基準に基づき、入札予定者から提出された提案書及びプレゼンテ

ーションを評価し、技術点を決定します。 

   また、評価の結果、必要項目を満足せず不合格となった者へは不合格通知を行

い、入札会へ参加することはできません。 

    

（３）落札者の決定 

技術点評価の結果、合格となった者のみによる入札会を実施し、「技術点」と入

札書に記載の価格を点数化した「価格点」を合わせて総合的に評価し、技術点と

価格点の合計得点（総合評価点）の最も高い者を落札者とします（加算型）。 

なお、予定価格より高い金額をもって入札をした者は落札の対象とはなりません。

また、予定価格を大きく下まわる金額をもって入札をし、かつ総合評価点が最も

高い者については、入札後に当機構による低入札価格調査を実施します。 

低入札価格調査の結果、適格であると判断された場合には、落札決定とします

が、不適格であると判断された場合には、次位の入札者にて落札決定とします。 
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参考例＞ 

①技術点 （２）により決定した点数 

 

 

②価格点 次の式により入札書に記載の価格を点数化 

価格点＝（１－入札金額※１×1.08／予定価格※２）×「価格点」の配分点 

※１※２ 入札金額又は予定価格のうち一般管理費及び利益（価格点算出項目合計金額）を対象とします。 
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（表１） 

評価基準表（参考例） 

下線は必須項目であるため、条件を満たさない場合は不合格となる。その他は加点項目である。 

加点付与基準表（例） 

※評価基準表及び加点付与基準表はあくまで例です。評価基準及び加点付与基準は要求部署において設定

してもらいます。ただし、各項目の配点及び加点付与基準は明確に設定してもらいます。  

評価項目 評 価 基 準 配点 

基本事項 総合評価審査に必要な書類が全て提出されているか 2 

10   機構の示す要件を満たした安全管理システムを構築しているか。 4 

  日本の国内法に則って船舶の運航が可能か。 4 

独創性 観測支援の要員配置及び作業手順の提案はされているか。 5 

45 

  調査観測技術の向上・発展に関して提案されているか。 10 

  乗組員について研修計画が提案されているか。 10 

  船員及び乗船者に対する安全教育計画について提案されているか。 10 

  安全運航及び災害防止に関して、これまでにどのような取り組みを行ってきたか。 10 

履行能力 海洋研究船の運航関連業務の十分な実績があるか。 5 

20 
  適切な人員配置がなされているか。 5 

  機構職員との窓口を設置する等、円滑に連絡を取れる体制があるか。 5 

  オペレーションマニュアルや整備マニュアルを整備し、更新する能力を有しているか。 5 

計画性 物品の調達フローが明確に記載されているか。 5 

20   研究航海の目的を実現できる仕組を構築しているか。 5 

  不具合、事故が発生した場合に早期解決する体制が確立されているか。 10 

会社体制 問題が生じた場合に責任の所在は明らかになっているか。 5 5 

合計 
基礎点 20 

100 
加点 80 

項目 

大変優れている                                       

（当初想定していた以

上の提案で実現性があ

り、機構に有益なもの） 

優れている                                 

（提出されると想定してい

た提案が具体的な手法と

ともに提案されている） 

やや優れている                           

提案はされているが、具体

的手法が不明確なもの） 

記載無しもしくは提

案が非現実的であ

る 

加点が

10 点 
10 5 1 0 

加点が

5 点 
5 3 1 0 
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２．随意契約事前確認公募 

随意契約事前確認公募とは、随意契約を行う場合に、事前に必要な資格、技術及

び設備等を公表し、契約予定相手先以外に業務を実施できる者の存在が無いことを

確認するものです。 

なお、本件は『研究船「白鳳丸」の運航支援及び調査支援等に関する業務委託』以

外の案件をまとめて公募するものですが、参加表明につきましては案件毎、個別の

参加表明を可とします。 

 

（１）公告期間 

 ２０１８年９月２７日（木）から２０１８年１１月１５日（木）まで 

 

（２）公募の結果、参加表明が無かった場合 

契約予定相手先と随意契約の手続きを行います。 

 

（３）公募の結果、参加表明が有った場合 

契約予定相手先以外から参加を表明した者から提出される公募要件を満たすこと

を証明する書類に基づき、当該参加表明者が公募要件を満たすか否かを審査する

ため、当機構による業務遂行確認審査委員会を開催し審査を行います。 

 

（４）業務遂行確認審査委員会の開催 

審査基準は、次のとおりです。 

ａ）審査資料が応募要件に基づいて作成されていること 

ｂ）審査資料が応募要件を満たしていること 

ｃ）これらの他、審査資料が募集の趣旨に適合していること 

 

（５）審査の結果 

ａ）不合格の場合 

   不合格通知を行います。 

ｂ）合格の場合 

 一般競争入札等の手続きへ移行します。 

 

 

 

以上 
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平成 年 月 日   

 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

分任契約担当役 経理部長 殿 

 

所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者氏名            印 

 

 

船舶等運用業務の仕様書案に対する意見について 

 

  「船舶等運用業務の調達に関する手続の実施要領」に基づき、船舶等運用業務の仕様書案

に対して、添付様式 2のとおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関する担当者の連絡先＞ 

 

所属：                            

 

役職名：            氏名：            

 

電話番号/FAX番号：                      

 

E-mail アドレス：                       
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平成３０年４月○日   

 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

分任契約担当役 経理部長 殿 

 

所在地 神奈川県○○市○○町○－○ 

 

商号又は名称 株式会社○○○○ 

 

代表者氏名 ○○ ○○        印 

 

 

船舶等運用業務の仕様書案に対する意見について 

 

  「船舶等運用業務の調達に関する手続の実施要領」に基づき、船舶等運用業務の仕様書案

に対して、添付様式 2のとおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関する担当者の連絡先＞ 

 

所属： 営業部 〇〇課                    

 

役職名： 課長         氏名： ○○ ○○      

 

電話番号/FAX番号： TEL○○○－○○○－○○○○ FAX○○○－○○○－○○○○ 

 

E-mail アドレス： ○○○○＠○○○○．co.jp         

記入例 

代表
印 
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法人名（   ） 

仕様書件名 頁番号 行番号 項目 意見 理由 
修正の 

有無 
回答 

1 

2 

3 

4 

5 

※本様式は変更しないで下さい。ただし、意見の件数が多い場合には適宜、行を追加して下さい。

※意見及び理由は、明確かつ簡潔に記載して下さい。また、必要があれば、仕様書の修正案を「意見」欄に記入して下さい。

※提出された意見は参考とさせて頂きますが、最終的に仕様書に反映するかは機構が決定するもので、修正を約束するものではありません。

※提出された意見に対して、各社分をとりまとめ回答致します。その際、仕様書案の交付を受けた全社に対して同一内容を回答します。また、提出された意見及び理由、並びにそれらへの回答については、意見を提出

した法人名は伏せた形で、機構ホームページ上で公表します。
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法人名（ 株式会社○○○○   ） 

 仕様書件名 頁番号 行番号 項目 意見 理由 
修正の 

有無 
回答 

1 

研究船「新青丸」の運

航及び調査支援等に

関する業務委託 

○○ ○ ○ 外国人船員の混乗を可とする。 日本人船員の確保が困難なため。   

2         

3         

4         

5         

※本様式は変更しないで下さい。ただし、意見の件数が多い場合には適宜、行を追加して下さい。 

※意見及び理由は、明確かつ簡潔に記載して下さい。また、必要があれば、仕様書の修正案を「意見」欄に記入して下さい。 

※提出された意見は参考とさせて頂きますが、最終的に仕様書に反映するかは機構が決定するもので、修正を約束するものではありません。 

※提出された意見に対して、各社分をとりまとめ回答致します。その際、仕様書案の交付を受けた全社に対して同一内容を回答します。また、提出された意見及び理由、並びにそれらへの回答については、意見を提出

した法人名は伏せた形で、機構ホームページ上で公表します。 

記入例 
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平成 年 月 日 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

分任契約担当役 経理部長 殿 

所在地 

商号又は名称 

代表者氏名   印 

船舶等運用業務への参入意思の表明について 

「船舶等運用業務の調達に関する手続の実施要領」に基づき、以下の業務への参入意思

を表明します。 

参入意思の

有無 
業務件名 

研究船「かいめい」の運航及び調査支援等に関する業務委託 

研究船「かいれい」の運航及び調査支援等に関する業務委託 

研究船「みらい」の運航及び調査支援等に関する業務委託 

研究船「よこすか」の運航及び調査支援等に関する業務委託 

研究船「新青丸」の運航及び調査支援等に関する業務委託 

研究船「白鳳丸」の運航支援及び調査支援等に関する業務委託 

地球深部探査船「ちきゅう」運用業務委託 

＜本件に関する担当者の連絡先＞ 

所属：  

役職名：   氏名：  

電話番号/FAX番号：  

E-mail アドレス：
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平成３０年４月〇日 

 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

分任契約担当役 経理部長 殿 

 

所在地 神奈川県○○市○○町○－○ 

 

商号又は名称 株式会社○○○○ 

 

代表者氏名 ○○ ○○        印 

 

 

船舶等運用業務への参入意思の表明について 

 

「船舶等運用業務の調達に関する手続の実施要領」に基づき、以下の業務への参入意思

を表明します。 

 

参入意思の

有無 
業務件名 

  〇 研究船「かいめい」の運航及び調査支援等に関する業務委託 

 研究船「かいれい」の運航及び調査支援等に関する業務委託  

  〇 研究船「みらい」の運航及び調査支援等に関する業務委託 

 研究船「よこすか」の運航及び調査支援等に関する業務委託 

 研究船「新青丸」の運航及び調査支援等に関する業務委託 

  〇 研究船「白鳳丸」の運航支援及び調査支援等に関する業務委託 

 地球深部探査船「ちきゅう」運用業務委託 

 

＜本件に関する担当者の連絡先＞ 

 

所属： 営業部 〇〇課                    

 

役職名： 課長         氏名： ○○ ○○      

 

電話番号/FAX番号： TEL○○○－○○○－○○○○ FAX○○○－○○○－○○○○ 

 

E-mail アドレス： ○○○○＠○○○○．co.jp         

代表
印 

記入例 
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国立研究開発法人海洋研究開発機構 

分任契約担当役 経理部長 殿 

機密保持に関する念書 

弊社は、貴機構から、「船舶等運用業務」の調達手続き（以下「目的」という）のために、関連する情報提供を受けるにあ

たり、下記各項目の内容を遵守し、これに違反しないことを誓約致します。 

記 

１．（機密情報） 

弊社は、２０１８年４月５日から２０１８年９月３０日まで の間（以下「開示期間」という）に、「目的」に必要かつ相

当と認められる範囲において貴機構から開示を受ける 「船舶等運用業務」の調達についての、以下に指定されたものを

機密情報（以下「機密情報」という）として認識し、善良な管理者の注意をもって管理および使用致します。 

（１）上記の期間において、書面もしくは媒体による開示、または口頭により開示されたすべての情報

２．（守秘義務） 

（１）弊社は、貴機構から開示された「機密情報」を、貴機構の事前の書面による承諾なく、「目的」のために開示が必要

とされる特定の担当者および作業従事者以外のいかなる第三者にも開示または漏洩しないものとします。

（２）弊社は、「機密情報」が開示された前項の特定の担当者および作業従事者が、守秘義務を履行するよう適切な措置を

とるものとします。

（３）弊社は、貴機構から開示された「機密情報」を、「目的」以外に使用しないものとします。

（４）弊社は、貴機構から開示された「機密情報」を、弊社が「目的」のために複製した場合、その複製物についても、「機

密情報」と同様の義務を負うものとします。また、機密情報に接した個人の記憶に保持される残留情報についても「機

密情報」と同様の義務を負うものとします。

３．（義務の免除） 

上記１．～２．に定める弊社の義務は、以下のいずれかに該当する情報に対しては、適応されないものとします。 

（１）開示期間の始期において既に公知であったもの、または開示期間開始後に弊社の責に帰すべき事由によらず公知とな

ったもの 

（２）開示期間の始期において法律上正当な権原もしくは権限を有する第三者から合法的に取得し既に所有しているもの、

または開示期間開始後に法律上正当な権原もしくは権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得する

もの

４．（情報の返還） 

弊社は、貴機構と「目的」の終了を確認したときもしくは貴機構から返還の指示があったときには、貴機構から開示され

たすべての「機密情報」（複製物を含む）を直ちに貴機構に返還するとともに、目的遂行上、弊社が一時保存等行うにあ

たり作成した複製物（写真媒体、電子データ媒体、書類問わず一切の有体物一切）は、貴機構の指示に従って廃棄するも

のとします。 

５．（守秘義務の適用対象と存続期間） 

本念書は、開示期間に開示された「機密情報」に対して適用されるものとし、守秘義務の有効期間は開示期間の始期から

始まり開示期間終了の翌日から５年経過した時点を以て終了するものとします。 

６．（損害賠償） 

弊社は、本念書に違反したことにより貴機構に損害を与えた場合、当該損害を賠償致します。 

以上 

平成  年  月  日 

会社名 ： 

所在地 ： 

部署名 ： 

役職名 ： 

氏 名 ：   ○印 
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国立研究開発法人海洋研究開発機構 

分任契約担当役 経理部長 殿 

機密保持に関する念書 

弊社は、貴機構から、「船舶等運用業務」の調達手続き（以下「目的」という）のために、関連する情報提供を受けるにあ

たり、下記各項目の内容を遵守し、これに違反しないことを誓約致します。 

記 

１．（機密情報） 

弊社は、２０１８年４月５日から２０１８年９月３０日まで の間（以下「開示期間」という）に、「目的」に必要かつ相

当と認められる範囲において貴機構から開示を受ける 「船舶等運用業務」の調達についての、以下に指定されたものを

機密情報（以下「機密情報」という）として認識し、善良な管理者の注意をもって管理および使用致します。 

（１）上記の期間において、書面もしくは媒体による開示、または口頭により開示されたすべての情報

２．（守秘義務） 

（１）弊社は、貴機構から開示された「機密情報」を、貴機構の事前の書面による承諾なく、「目的」のために開示が必要

とされる特定の担当者および作業従事者以外のいかなる第三者にも開示または漏洩しないものとします。

（２）弊社は、「機密情報」が開示された前項の特定の担当者および作業従事者が、守秘義務を履行するよう適切な措置を

とるものとします。

（３）弊社は、貴機構から開示された「機密情報」を、「目的」以外に使用しないものとします。

（４）弊社は、貴機構から開示された「機密情報」を、弊社が「目的」のために複製した場合、その複製物についても、「機

密情報」と同様の義務を負うものとします。また、機密情報に接した個人の記憶に保持される残留情報についても「機

密情報」と同様の義務を負うものとします。

３．（義務の免除） 

上記１．～２．に定める弊社の義務は、以下のいずれかに該当する情報に対しては、適応されないものとします。 

（１）開示期間の始期において既に公知であったもの、または開示期間開始後に弊社の責に帰すべき事由によらず公知とな

ったもの 

（２）開示期間の始期において法律上正当な権原もしくは権限を有する第三者から合法的に取得し既に所有しているもの、

または開示期間開始後に法律上正当な権原もしくは権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得する

もの

４．（情報の返還） 

弊社は、貴機構と「目的」の終了を確認したときもしくは貴機構から返還の指示があったときには、貴機構から開示され

たすべての「機密情報」（複製物を含む）を直ちに貴機構に返還するとともに、目的遂行上、弊社が一時保存等行うにあ

たり作成した複製物（写真媒体、電子データ媒体、書類問わず一切の有体物一切）は、貴機構の指示に従って廃棄するも

のとします。 

５．（守秘義務の適用対象と存続期間） 

本念書は、開示期間に開示された「機密情報」に対して適用されるものとし、守秘義務の有効期間は開示期間の始期から

始まり開示期間終了の翌日から５年経過した時点を以て終了するものとします。 

６．（損害賠償） 

弊社は、本念書に違反したことにより貴機構に損害を与えた場合、当該損害を賠償致します。 

以上 

平成３０年○月○日 

会社名 ：株式会社○○○○ 

所在地 ：神奈川県○○市○○町○－○ 

部署名 ：○○○○部○○課 

役職名 ：○○課長 

氏 名 ：○○ ○○ ○印印 

記入例 
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平成  年  月  日 

  国立研究開発法人海洋研究開発機構 

 分任契約担当役 経理部長 殿 

住所： 

会社名： 

担当者名：    印 

辞 退 届 

 「船舶等運用業務」の調達について、下記理由により参入を辞退させて頂きますのでよ

ろしくお願いします。 

記 

  案件名：船舶等運用業務  

辞退理由： 

以上 

※辞退理由については可能な限り具体的な理由を記載願います。

※提出は、FAX又は e-mailでお願いします。

FAX：046-867-9125 

e-mail：keiyakuka*jamstec.go.jp（*を＠に変える） 
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平成３０年 ○月 ○日 

 

 

   国立研究開発法人海洋研究開発機構 

 分任契約担当役 経理部長 殿 

 

 

 

住所：神奈川県○○市○○町○－○ 

会社名：株式会社○○○○ 

担当者名：○○ ○○     印     

 

 

 

辞 退 届 

 

 

 「船舶等運用業務」の調達について、下記理由により参入を辞退させて頂きますのでよ

ろしくお願いします。 

 

 

記 

 

 

    案件名：船舶等運用業務                      

 

 

辞退理由： 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

※辞退理由については可能な限り具体的な理由を記載願います。 

※提出は、FAX又は e-mailでお願いします。 

FAX：046-867-9125 

e-mail：keiyakuka*jamstec.go.jp（*を＠に変える） 

 

記入例 
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